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介護サービス利用者の体調急変時における救急搬送時の付き添いについて（通知） 

 

日頃から本府高齢福祉行政の推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 先般の介護サービス利用者の体調急変時における救急搬送時の付き添い等についてのア

ンケートにご協力いただきありがとうございました。 

アンケートの結果、多くの介護サービス事業所等において、利用者の救急搬送が必要と

なった場合に、病院や救急隊員からの要請を受けて、職員が付き添いを行っていることが

わかりました。 

事業所等においては、利用者が適切に医療処置を受けることができるように対応する必

要があると認識され緊急搬送時に付き添いいただいておりますが、一方で、事業所等の人

員体制等によっては、必ずしも付き添いができない場合があることも想定されます。 

そのため、先般、府健康医療部から、改めて救急搬送先となる医療機関に対して、救急

搬送時に付き添いを求める際には、事業所等の実情を踏まえて過度な負担を求めることが

ないよう配慮を求めたところでございますのでご承知おきください。 

 また、医療機関が付き添いを求める理由には、利用者の既往歴等の情報把握があること

から、予め、事業所等が利用者の既往歴等をまとめておき、救急隊員に情報提供すること

でスムーズな対応が可能となる事例もありますので、事業所等においては、利用者の体調

急変に備え、日頃より、利用者の既往歴等を把握いただき、別紙をご参考にまとめておい

てくださいますようお願いします。 

なお、同様の内容で既にまとめている場合は、改めて別紙を作成していただく必要はご

ざいませんことを申し添えます。 
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